
【ライトプラン月額 0円 お試しキャンペーン特約】 

・ライトプラン 月額０円お試しキャンペーンとは、別途当社が案内する期間内（以下「無料期間」といいます）に限り、無料でライトプラ

ンが利用できる内容です。 

・本特約とライトプラン特約の内容が抵触する場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。 

 

１．契約成立日 

ライトプラン 月額０円お試しキャンペーンの契約成立日は、以下のとおりとします。 

（1）新規契約の場合 

アカウント発行の通知がされた日 

（2）旧加盟プランからの移行又は販促プランの変更の場合 

申込日又は変更日の翌月 1日 

2．契約期間 

 ・ライトプラン 月額０円お試しキャンペーンの契約は契約成立日より有効に成立するものとし、無料期間終了後に終了します。 

・無料期間終了の翌日より、ライトプラン特約に従い、ライトプランの契約が開始されます。 

3．ライトプラン 月額０円お試しキャンペーンの料金 

・ライトプラン 月額０円お試しキャンペーンの無料期間は月額費無料となります。なお、無料期間は当社が別途定める参加同意フ

ォームその他の書面にて確認いただけます。 

・無料期間終了の翌日からライトプランの料金が発生します。  

・利用者は、ライトプラン 月額０円お試しキャンペーンの申込にあたり、無料期間終了後の料金発生についてあらかじめ同意するも

のとします。 

４．プラン変更 

・利用者が無料期間終了前にスタートプラン（月額０円）へ移行を希望される場合は、当社が別途指定する期限（以下「プラン変更

申告期限」といいます）までに、担当営業へ申告を行うものとします。  

・前項の申告がプラン変更申告期限までに行われなかった場合、利用者は無料期間終了後に自動的に有料（月額 10,000 円税

別）に切り替ることにあらかじめ同意するものとします。 

・プラン変更申告期限およびプラン変更日その他詳細条件は、当社が別途案内する参加同意フォームその他の書面に定めるところ

によるものとします。 

５．違約金 

・無料期間中においては、解約又はプラン変更を行った場合であっても、違約金は発生しません。  

・ライトプラン 月額０円お試しに付帯する各種サービスの利用条件において違約金条項の定めがある場合であっても、当該違約金

条項は適用されません。  

以上 
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